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令和３年度答申第６号  

         令和４年 １月２６日 

 

 

松戸市長 本郷谷 健次 様 

 

 

松戸市情報公開審査会 

会長 後 藤 仁 哉  印 

 

 

公文書の一部開示決定に係る審査請求に対する諮問について（答申） 

   

令和２年６月１１日付け松政広第２７００号の２をもって諮問のあった「図

書館の運営又は図書館の職員に対する意見、苦情、抗議、質問、要求（以下、

意見等という）並びに意見等について対応した内容がわかる公文書」（以下

「本件文書」という。）の開示請求（以下「本件開示請求」という。）に対す

る一部開示決定（以下「本件処分」という。）に係る審査請求（以下「本件審

査請求」という。）について、別紙のとおり答申する。 
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答  申 

 

１ 審査会の結論    

本件処分は、妥当ではなく、これを取り消し、改めて対象公文書を特定し

た上で、開示決定等をすべきである。 

 

２ 本件審査請求までの経過  

（１）審査請求人は、松戸市情報公開条例（平成１３年条例第３０号。以下「条

例」という。）第６条第１項の規定に基づき、令和２年３月５日付け公文書

開示請求書により、本件開示請求をした。当該公文書開示請求書の宛先欄に

は、松戸市長と松戸市教育委員会とが併記されていた。 

（２）松戸市長（以下「実施機関」という。）は、本件開示請求に対して、令和

２年４月２１日に本件処分をし、４月３０日に開示した。  

（３）審査請求人は、本件処分を不服として、令和２年５月２９日付けで本件審

査請求をした。 

 

３ 本件審査請求の趣旨及び理由  

（１）本件審査請求の趣旨 

審査請求に係る処分の取消を求める。 

（２）本件審査請求の理由  

  ア 公文書の件名について 

本件処分に係る公文書開示請求は複数の文書の開示を求める請求であ

り、公文書の一部を開示する決定をした場合は、松戸市情報公開条例施行

規則（以下「規則」という。）第４条第１項第２号により公文書一部開示

決定通知書（第３号様式）を用いて、個々の公文書が特定できるように件

名を明示し、いかなる公文書を一部開示するのかを明らかにすべきところ、

実施機関が送付してきた公文書一部開示決定通知書（以下「本件通知書」

という。）には、公文書の件名は記載されておらず、松戸市情報公開条例

（以下「条例」という。）第１０条第１項の規定する必要な事項が開示請

求者に書面で通知されず、本件処分は違法または不当な処分である。 

イ 理由の付記等の不備について 
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条例第１０条第３項は書面に理由を付記し、「開示しないこととする根

拠規定及び当該規定を適用する根拠が当該書面の記載自体から理解され

るもの」であることを規定しているが、本件処分に係る公文書一部開示決

定通知書（以下「本件通知書」という。）には、個々の公文書が件名等で

特定されておらず、一部開示する公文書ごとに非開示情報（開示しない部

分）が明示されていない。また、非開示情報（開示しない部分）としてフ

ァックス番号の記載もない。 

条例第１０条第３項が理由の付記等を要求している趣旨は、開示請求に

対する実施機関の判断の慎重、合理性を担保し、恣意的な判断を抑制する

とともに、処分理由を相手方に知らせて不服の申立てに便宜を与えること

にあり、個々の公文書のいかなる情報が非開示情報（開示しない部分）か

具体的事実に基づいて正確に記載すべきであり、この記載を欠く本件通知

書により通知された本件処分は違法または不当な処分である。 

ウ 非開示決定処分について 

本件処分に係る公文書開示請求は複数の文書の開示を求める請求であ

り、件名等により個々の公文書を特定し、開示、一部開示、非開示処分を

すべきであるところ、非開示処分をした「本人の公表許可がないメール」

について、規則第４条第２項の公文書非開示決定通知書（第４号様式）に

よる通知がなく、条例第１０条第２項の規定に違反している。 

また、公表許可がないことが当然に「公になることで個人の権利利益を

害するおそれがある」ことになるとは言えず、開示請求者が書面の記載自

体から理解できる理由の記載がなく、条例第１０条第３項の規定に違反し

ている。 

よって、条例第１０条第２項及び第３項に違反した本件処分は違法また

は不当な処分である。 

エ 一部開示すべき公文書が開示されていないこと 

本件処分により一部開示すべき公文書の保存期間は、松戸市公文書管理

規則（以下「管理規則」という。）の別表により「請願、陳情、要望等に

関するもの」として５年、「上記の保存期間を要しない軽易な文書で１年

程度の保存期間が必要であると認めるもの」として１年であり、また、管

理規則第９条により公文書の保存期間は完結日の属する年度の翌年の４
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月１日から起算するものである。更に、管理規則第１０条第１項第４号に

より松戸市情報公開条例に基づく開示請求があったものは決定の翌日か

ら起算して１年間延長されるものである。 

しかるに、本件処分により一部開示された公文書は、平成３１年４月か

ら令和２年３月４日までの約１１か月の間の図書館に関する意見等が記

載されたメール、ファックスに過ぎず、すべての一部開示すべき公文書が

開示されていない。このような行為は条例第３条第１項に規定する実施機

関の責務及び第８条第１項に規定する一部開示義務に違反し、本件処分は

違法または不当な処分である。 

なお、開示日時に開示場所に所管課の職員は現れず、所管課の職員から

公文書一部開示決定に関する瑕疵、疑義等について一切の説明がない。こ

のような不誠実な対応は許されるものではない。  

 

４ 実施機関の説明要旨 

  以下の理由により、本件処分は何ら違法又は不当な点はなく、取消しの必要

はない。 

  ア 公文書の件名について 

実際の開示手続において、本件開示請求の対象となる公文書を提示し

たことにより、公文書が特定されている。 

  イ 理由付記等の不備について 

本件処分に係る非開示箇所は、個人情報のみであり、また、実際の開示

手続において公文書を提示しており、非開示部分が個人情報であること

は容易に判断できる。 

また、本件決定通知書に記載された項目は限定列挙ではなく、あくまで

例示であり、また、本件決定における非開示理由は個人情報に該当するこ

とであるからファックス番号も電話番号と同じく個人情報に該当するこ

とは、容易に判断できる。 

ウ 非開示決定処分について 

公文書一部開示決定において、開示・非開示決定は、開示請求ごとに行

われるため、開示請求対象となる文書が複数ある場合でも、１件ずつ決定

する必要はなく、本件は全体として一部開示となる。 
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メール送信者の公表許可がない個人情報を公にすることは、開示後、 

どのような利用がされるか、本人にとって不明であり、第三者に開示され

た場合には、その後のメールの取扱いについて、本人が不安感を抱くおそ

れがあり、当然に個人の権利利益を害するおそれがある。 

エ 一部開示すべき公文書が開示されていないことについて 

開示請求書において、対象年度が特定されていないこと及び開示する 

と大量になることから１年分を開示した。なお、開示の際、一部開示につ

いて、担当職員の説明がなく不誠実な対応であると主張するが、審査請求

との関連性がないため、本件については回答を差し控える。 

 

５ 審査会の判断  

本件処分に対する審査会の判断は、次のとおりである。  

（１）条例における公文書の開示について  

条例は、開示請求権として、何人も、この条例の定めるところにより、実

施機関に対し、当該実施機関の保有する公文書の開示を請求することがで

きること（条例第５条）、また、実施機関の責務として、実施機関は、この

条例の解釈及び運用に当たっては、この条例に定める公文書の開示を請求

する権利を最大限に尊重しなければならないこととともに、実施機関は、

公文書を開示する場合においては、個人に関する情報がみだりに公にされ

ることのないよう最大限の配慮をしなければならないこと（条例第３条）

を規定する。 

（２）開示請求の対象となる公文書について  

条例において開示請求の対象となる公文書とは、「実施機関の職員が職

務上作成し、又は取得した文書、図画、写真、フィルム及び電磁的記録で

あって、当該実施機関の職員が組織的に用いるものとして、当該実施機関

が保有しているもの」をいう（条例第２条第２項）。 

松戸市長は、情報公開制度の実施機関（条例第２条第１項）に該当する

ため、松戸市の職員が職務の必要上作成し、又は取得した文書であって、

当該職員が組織的に用いるものとして、当該実施機関が保有している文書

は、組織共用文書に該当し、開示請求の対象となる。   

次に、松戸市公文書管理規則（平成１４年松戸市規則第２３号）第５
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条は、公文書の分類は、課の所管する事務事業の性質、内容等に応じて

系統的に分類し、整理されなければならないこと、第８条は、文書管理

者は、別表左欄に掲げる公文書の区分に応じ同表右欄に定める年数を基

準として保存期間を設定するものとし、別表において、請願、陳情及び

要望等に関するものは５年と規定する。 

したがって、本件文書の保存期間は、原則として５年である。 

（３）非開示情報について  

 条例は、公文書の開示義務として、第７条において、「実施機関は、開

示請求があったときは、開示請求に係る公文書に次の各号のいずれかに該

当する情報（以下「非開示情報」という。）が記録されている場合を除

き、開示請求者に対し、当該公文書を開示しなければならない。」と規定

する。 

条例第７条第２号は、非開示情報について 

「個人に関する情報であって、特定の個人を識別することができるもの

（他の情報と照合することにより、特定の個人を識別することができるこ

ととなるものを含む。）又は特定の個人を識別することはできないが、公

にすることにより、なお個人の権利利益を害するおそれがあるもの。ただ

し、次に掲げる情報を除く。 

ア 法令等の規定により又は慣行として公にされ、又は公にすることが

予定されている情報 

イ 人の生命、健康、生活又は財産を保護するため、公にすることが必

要であると認められる情報 

ウ 当該個人が公務員（国家公務員法（昭和２２年法律第１２０号）第

２条第１項に規定する国家公務員及び地方公務員法（昭和２５年法律

第２６１号）第２条に規定する地方公務員をいう。）である場合におい

て、当該情報がその職務の遂行に係る情報であるときは、当該情報の

うち、当該公務員の職及び氏名（当該公務員の氏名を公にすることに

より、当該公務員の個人の権利利益を不当に侵害するおそれがある場

合を除く。）並びに当該職務遂行の内容に係る部分」と規定する。 

同号ただし書は、個人の権利利益の保護の観点から、それらを侵害せ

ず非開示とする必要のない情報（公知情報）、個人の権利利益よりも、生
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命、健康、生活又は財産の保護の必要性が上回り、公益上公にする必要

性が認められる情報（公益情報）及び行政の説明責務の観点から公にす

る必要性が認められる情報（職務遂行情報）を非開示情報から除く規定

である。 

（４）本件文書の開示について  

本件文書には、差出人個人の氏名、住所、電話番号、メールアドレス

等が記録されているところ、これらの情報は、特定の個人を識別するこ

とができるもの（他の情報と照合することにより、特定の個人を識別す

ることができることとなるものを含む。）（条例第７条第２号本文前段）

であり、非開示情報に該当する。 

本件文書中、あらかじめ、本人から公表についてその了解を得ている

市長メールについては、本人の意見、希望等の欄は、個人情報に該当す

るが、例外的に公にすることが予定されている情報（条例第７条第２号

アの公知情報又は公知予定情報）に該当する。 

他方、差出人本人が非公表を前提として実施機関に提出した市長メー

ルについては、本件文書からは除外されており、開示対象文書として含

まれていない。 

この点、差出人としては、市長メールを実施機関が公表しないことを

前提として送信していることからすると、市が第三者に開示すること

は、差出人の当初の意向に反する結果となるとともに、第三者に公にな

った場合には、苦情、意見、要望等の内容を他の情報と照合することに

より、発信者が特定され、第三者から私生活への関与、干渉等を招くお

それがある。また、非公表を約束したメールを市が第三者に開示するこ

とは、苦情受付に係る約束事を市が一方的に破棄することとなるため、

メールの自粛等を招き、苦情受付制度の安定的な実施が困難となり、結

果的に市民の様々な要望等に応えることができなくなるおそれがある。 

情報公開制度においては、開示を請求しようとする者は、適正な請求

に努めるとともに、開示を受けたときは、情報を適正に使用しなければ

ならないという責務はあるものの（条例第４条）、上記のことを鑑みる

と、非公表を前提とするメールは、「特定の個人を識別することはでき

ないが、公にすることにより、なお個人の権利利益を害するおそれがあ
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るもの」（条例第７条第２号本文）に該当する。 

（５）本件文書の特定について 

   実施機関は、開示請求書において対象年度が特定されていないこと及

び開示すると大量になるという理由により、本件文書の範囲を１年分と

限定して特定している。 

   しかし、前述のとおり、本件文書は原則として５年間は保存されてい

るはずであるところ、条例には開示すべき文書の対象を時期によって限

定する制度は存在しないのであるから、実施機関が上記のような理由で

一方的に範囲を限定することは許容されるものではない。開示請求書に

対象年度が特定されておらず、保有文書が大量になるのであれば、それ

らの事情を審査請求人に説明し、審査請求人が自ら開示の対象を限定す

るように誘導する等、審査請求人と十分にコミュニケーションを取って

対応すべきであって、実施機関の独断で時的範囲を限定することは条例

の趣旨に反する。 

したがって、本件処分において、実施機関は、保存されている文書を

具体的に特定したうえで、改めて、開示等決定をすべきである。 

（６）一部開示又は非開示決定の理由の提示について 

条例第１０条第３項は、実施機関は、公文書の開示決定等において、

その全部又は一部を開示しないときは、開示請求者に対し、書面により

その理由を示さなければならず、開示しないこととする根拠規定及び当

該規定を適用する根拠が、当該書面の記載自体から理解されるものとし

なければならないことを規定している。 

また、最高裁判所第一小法廷（平成４年１２月１０日判決（平成４年

（行ツ）第４８号））では、「公文書の非開示決定通知書に付記すべき理

由としては、開示請求者において、非開示事由のどれに該当するのかを

その根拠とともに了知し得るものでなければならず、単に非開示の根拠

規定を示すだけでは、当該公文書の種類、性質等とあいまって開示請求

者がそれらを当然知り得るような場合は別として、本条例の要求する理

由付記としては十分ではないといわなければならない。」としている。 

上記規定を踏まえると、本件文書のうち、ファックス番号等について

は、当該公文書の種類、性質等とあいまって開示請求者がそれらを当然
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知り得るような場合に該当するため、開示等決定通知書に非開示の項目

として明記すべきであるとまではいえない。 

    なお、非開示文書及び非開示理由を一覧表にして提示する等、実施機

関は、審査請求人に対し、非開示部分と非開示の根拠とが明確に伝わる

よう対応することが望まれる。 

 

６ 結論 

以上により、審査会は、「１ 審査会の結論」のとおり判断する。 

当審査会の処理経過は、別紙のとおりである。 
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審査会の処理経過 

                

年  月  日 内   容 

令和２年 ５月２８日 諮問書の受理 

令和３年 ４月２２日 第１回審査会（諮問の報告） 

令和３年 ５月２０日  第２回審査会（審議・理由説明）  

令和３年 ６月２４日  第３回審査会（審議）  

令和３年 ７月２６日   第４回審査会（審議） 

令和３年 ８月２５日   第５回審査会（審議） 

令和３年 ９月２７日   第６回審査会（審議） 

令和３年１１月 ８日   第７回審査会（審議） 

令和３年１２月１６日   第８回審査会（審議） 

令和４年 １月２６日   第９回審査会（審議） 

 

 

 

 


